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災害発生時の情報収集

市から放送する災害警戒レベルと必要な行動

警戒レベル 5 災害発生情報
命を守る最善の行動をしましょう

避難指示
避難勧告

速やかに危険な場所から

危険な場所から避難を開始しましょう

警戒レベル４ 緊急

高齢者・妊婦・子ども・障がい者などは
避難しましょう

警戒レベル３

危
険
度

災害発生時は、直感的にとるべき行動がわかるよう
警戒レベル（レベル 3～ 5）により、市民の皆さんの取るべき行動を放送します。

各警戒レベルがどんな状況か確認し、レベルに応じた行動をしましょう。

警戒レベル 取るべき避難行動

高

※警戒レベル１と２は気象庁が発表しますので、テレビやラジオなどで情報収集をしましょう。

普段からの情報収集
事前に登録しておくことでいざという時の情報収集に役立ちます。

電話で防災無線の内容を確認
２４時間以内に放送された
直近の１件が確認できます。
（混み合うとつながらないことがあります。）
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おおつき防災安全メール
防災無線の内容をメールで
配信しています。
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大月市ホームページ
大月市に関するさまざまな情報を
配信しています。

気象庁 国土交通省甲府河川国道事務所情
報
収
集 
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気象に関するさまざまな情報を
確認できます。

山梨県内の警戒区域等を地図で
確認できます。

災害時の国道２０号などの交通
情報等を確認できます。

　☎０５５４(30) ００８８
メール配信登録用アドレス
https://service.sugumail.com/otsuki/

ＵＲＬアドレス
http://www.sabomap.jp/yamanashi

ＵＲＬアドレス
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

ＵＲＬアドレス
https://www.ktr.mlit.go.jp/koufu

ＵＲＬアドレス
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/

山梨県土砂災害警戒区域等マップ

避難しましょう



品目 チェック
　飲料水（ペットボトル）
　非常食（缶詰、栄養補助食品など）
　携帯電話の充電器
　懐中電灯（予備の電池、電球）
　携帯ラジオ（予備の電池）
　ヘルメット、防災ずきん
　救急医薬品（常備薬セット、お薬手帳など）
　貴重品（通帳、保険証のコピーなど）
　現金
　着替え
　軍手
　雨具
　ティッシュペーパー
　ナイフ、缶切り、栓抜き
　ライター（マッチ）、ろうそく
　ポリ袋、レジ袋

品目 チェック
　飲料水（１人 1日３リットルが目安）
　食品（米、即席めん、缶詰、レトルト食品）
　食品（調味料、スープ、みそ汁など）
　食品（チョコレート、あめなど）
　燃料（カセットコンロ、予備のボンベなど）
　毛布、タオルケット、寝袋
　洗面用具
　鍋、やかん
　簡易食器（割りばし、紙皿、紙コップなど）
　台所用ラップ、アルミホイル
　トイレットペーパー
　衛生・生理用品
　安全靴
　ブルーシート
　新聞紙
　使い捨てカイロ
　簡易トイレ
　食器セット
　予備のメガネ、補聴器
　工具類（ロープ、バール、スコップなど）

■主な非常持出品リスト（一時避難場所で利用）

■主な備蓄品リスト（自宅または避難所で利用）　

家庭での備えを確認しましょう

新型コロナウイルス感染症
対策として用意するもの 普段から用意しておくもの

品目 チェック

　体温計

　マスク

　手洗いせっけん
　（ハンドソープ）

　手指消毒

　ビニール手袋

　ウエットティッシュ

　タオル

　避難所での飲料水、食料、毛布などは、市での準備もありますが、数に限りがあります。
　皆さんが普段から使っているものを持参すると、より安心ですね。

これからの避難とは
　台風シーズンをむかえ、災害が発生しやすい時期となっています。
　大規模な災害が発生した際、自ら安全を確保する「自助」、近所の人たちと助け合う「共助」が特
に必要となります。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、従来とは異なる避難や備えなどが必要
となっています。自宅の中でより安全な場所（２階など）へ避難する「垂直避難」や体育館などの
指定避難所へ避難する「水平避難」に加えて、「三密」を避ける「分散避難」について考えてみましょう。

避難所の新型コロナウイルス感染症への対策

◆避難方法の検討
　土砂災害警戒区域などにお住まいの方は、早めの避難を行いましょう。
　次の①～③の避難方法を検討して、災害と感染症予防の両面から自らの身を守る行動をしましょう。
①避難とは「難」を「避」けることです。
　自宅での安全が確保できる時や安全な場所にいる人は避難所に行く必要はありません。
②避難先は小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅への避難も考えてみましょう。
③市が指定する避難所だけではなく、地区の公民館（地区避難所）も利用しましょう。

◆避難所における感染症予防対策
　市では、避難所の感染症予防対策は次のように行います。
・避難者間の距離（ソーシャルディスタンス）を確保
・受付時に体温測定
・マスクの着用
・アルコール消毒液の設置
・発熱など、体調不良の方は、別室に避難場所を確保
・施設の定期的な換気など

７月８日に職員を対象とした避難所開設訓練を実施し、新型コロナウイルス感染症予防対策について確認しました。
受付での手指消毒

水平避難垂
直
避
難

自宅

親戚・知人宅地区公民館

自家用車

＋体育館

公民館

段ボールの仕切り設置 段ボール一人分 (2m× 2ｍ）

分散避難

避難所は密に
なりやすい場所です

※やむを得ず車中泊を
　する場合はエコノミー
　クラス症候群に注意
　しましょう。


